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入札における注意事項について 

 

 入札参加にあたっての諸注意事項については、指名競争入札通知書に記載のとおり

ですが、下記の点について改めて確認頂き、遺漏のないようよろしくお願いします。

なお、誤記、不備が認められる入札については無効となる場合がありますので十分注

意のうえ入札を行ってください。 

 

記 

 

１．辞退届 入札を辞退する場合は、入札の前日までに辞退届により届け出

て下さい。無断欠席は指名停止の対象となります。 

２．委任状 代表者の代理人（受任者）が入札する場合には委任状の提出が

必要となります。委任状がない場合は入札できません。この場合、

入札は代理人（受任者）の名前で行い、委任状で届け出た印鑑を

押印します。 

※代表者と代理人（受任者）の印鑑は、同じ印鑑は使用できません。 

３．入札書  入札書の様式については所定のものを使用し、日付、入札件名

や金額の記入、押印については十分確認すること。一度入札箱へ

投函した入札書の訂正は一切認めません。記入漏れや誤記が認め

られる場合は入札を無効とする場合があります。 

入札の回数は３回までです。１回目で落札しないときは再度入

札を行います。入札書に必ず「再」または「２回目」と記入のう

え、入札してください。 

 ２回目で落札しないときは再度入札を行います。入札書に必ず

「再々」または「３回目」と記入のうえ、入札してください。 

 ３回で落札しないときは、指名替えになります。 

４．その他 １回目で落札しない場合、２回目及び３回目の入札を辞退する

ときは、その場で「辞退」申し出て退室してください。 

入札中は、携帯電話の使用は禁止です。携帯電話を使用した場

合は失格となります。 

必ず競争入札通知書を熟読ください。その他不明な点は必ず美

作市総務部管財課へ問い合わせること。 

※問い合わせ先 

美作市総務部管財課 

℡0868-72-0929 


